
子ども・子育て支援法第３１条第２項及び第４３条第３項の規定により、区が下記の施設・事業の利用定員を設定するのにあたり、意見を聴取する。

０歳 １・2歳

私立 8人 31人 90人

私立 11人 28人 90人

私立 8人 17人 52人

私立 3人 16人 19人

私立 3人 16人 19人

270人

〔参考〕　子ども・子育て支援事業計画に掲げた保育の量の見込み及び確保数

51人

27人

―

平成30年 4月

平成30年 4月

―

―

―

51人

公私
の別

教育・保育施設

子ども・子育て支援事業計画（平成２９年度）

３～５歳
保育必要

２号

１,５５６人

１,５５６人

Ａ　量の見込み

Ｂ　確保数

１号

３～５歳
教育希望

２,１０６人

２,１０６人

０人

１号認定

１,５５３人

１,５５６人

３人０人Ｃ　過不足数（Ｂ－Ａ）

３号

０～２歳
保育必要

―平成30年 4月

認定区分

―ふくろう保育園

保育所

地域型保育事業 小規模保育事業

確認予定年月

平成30年 4月LIFE SCHOOL根岸こどものいえ

教育・保育施設

教育・保育施設

地域型保育事業

保育所

保育所

小規模保育事業

レイモンド鳥越保育園

ソラスト竜泉保育園

かるがもハウス浅草橋

平成30年 4月

審議資料２

合　　　計 129人 141人

計

3～5歳

子ども・子育て支援法に基づく確認予定施設・事業の利用定員の設定について

分類 施設名 2号認定 3号認定類型

利用定員

―

3～5歳


